
意見招請からの変更点（見込み）

※インデントや書式の修正は未記載

項番 ページ 章番号 修正前 修正後 補足

1 2 1.1背景・目的

・第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略ではRESASについて次のように言及されている。

-地域経済分析システム（以下「RESAS」という。）について、データ拡充やシステム周知等を中心に取り

組んできた結果、データの充実等について評価を得た一方で、地方公共団体の政策立案時のRESASの利活用

においては改善の余地があるとされた。これを踏まえ、今後は、更に政策立案等に資するよう、RESASの機

能拡充に加え利活用の促進等を図る。

-地域経済の実態を踏まえた政策立案や地域企業の経営に資するため、RESASのデータ拡充やシステム改善

等を行うことでユーザービリティを高めるなど、一層の利活用に向けた環境整備を図る。

・デジタル田園都市国家構想総合戦略（令和４年12月23日）ではRESASについて次のように言及されている。

-RESASにより、地域経済に関する様々なオープンデータを地図やグラフ等で分かりやすく可視化して提供するなど、データ利活用の支援

活動を行う。これにより、地方において、それぞれの地域の実情や個性を生かしながら、デジタル実装を進め、地方の社会課題解決や魅力

向上を図っていく構想の実現に向けた課題の見える化を推進し、取組のPDCA サイクルを回すことを通じて、エビデンスに基づいた地方公

共団体の政策の企画立案（EBPM）や地域企業の経営判断、課題解決を推進する。

-地方公共団体や地域企業等のニーズを踏まえ、RESAS等において、データの拡充や、API連携による外部データの活用、描画速度の向上等

の機能向上に取り組み、多様なユーザーがデータを容易に利活用できる環境を実現する。

12/23をもって、根拠となる

総合戦略が変更となるた

め。

2 5
2.3.1 システム開

発対象マップ

次期RESASシステム構築対象は20メニューを見込むこととし、詳細な移行対象については、「11.入札に係

る資料の閲覧について」を参照すること。

次期RESASシステム構築対象は10メニューを見込むこととし、詳細な移行対象については、「11.入札に係る資料の閲覧について」を参照

すること。

予算内示額を踏まえ、対象

マップ数を変更

3 5

2.4 次期RESAS シ

ステム運用・保守

業務

(1)システム稼働

環境の整備と稼働

システムの稼働要件等については、「4.非機能要件」や「11.入札に係る資料の閲覧について」を参照するこ

と。
-

意見招請における事業者か

らの意見(№3)を反映。

「4.非機能要件」の箇所に不

要なリンクが設定されてい

たため、削除

4 7

2.4次期RESASシ

ステム運用・保守

業務

(2)システム運

用・保守の定期作

業（日次・週次・

月次）の実施

- 事業終了時までの作業の「セキュリティ診断」を2.3 次期RESASシステム開発業務に移動

意見招請における事業者か

らの意見(№12)を反映。セ

キュリティ診断は開発工程

の中で実施すべきであるた

め、記載位置を修正

5 13 3.2.1 デザイン
「Web デザインの詳細に関しては、デジタル庁が提供する各種目的別Webサイトガイドを参照すること。

（https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines/）」

Webデザインの詳細に関しては、政府CIOポータルが提供する各種目的別Webサイトガイドを参照すること。

（https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/websiteguide_sp-v1.0-20161201.pdf）

意見招請における事業者か

らの意見(№6)を反映。URL

を修正

6 13 3.2.2ドメイン
ドメイン取得と管理については、ドメイン管理ガイドライン

（https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines/）を参照すること。

ドメイン取得と管理については、ドメイン管理ガイドライン

（https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/domain_guideline.pdf）を参照すること。

意見招請における事業者か

らの意見(№7)を反映。URL

を修正

7 14
3.2.6クラウドサー

ビス
- またクラウドサービスのアカウントについては、受注者側で用意すること。

意見招請における事業者か

らの意見(№13,14)を反映。

8 18
6.情報セキュリ

ティに関する事項
- 情報セキュリティに関する事項を委託契約から請負契約のフォーマットに修正

契約形態の変更（準委任→

請負）に伴い、記述を追加



9 26 7.その他の事項 -

以下を追加

（3）契約不適合

 ①　発注者は、請負業務が完了した後でも、その成果物もしくは役務　行為の成果が種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合しない（以下「契

約不適合」という。）ときは、受注者に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の履行の追完をさせることができる。

②　前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するにはその契約不適合の事実を知った時から１年以内に受注者に通知す

ることを要する。ただし、受注者が、本請負業務の成果物もしくは役務行為の成果を発注者に引き渡した時において、その契約不適合を知り、又は重大な

過失によって知らなかったときは、この限りでない。

③　受注者は、本請負業務の成果物もしくは役務の成果について、契約不適合のある場合、速やかに、履行を追完すること。

④　前項の規定により、追完を行うときには、不適合の原因と追完の方法、追完を行った場合の影響について当省に提示し、了承を得ること。

⑤　受注者は、当省が了承した計画にもとづいて、調査及び必要な修補又は履行の追完を実施するとともに設計書、マニュアル等の関連する納入成果物も

併せて修正の上、提出すること。

⑥　受注者が第１項の期間内に履行の追完をしないときは、発注者は、受注者の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて受注

者に対する対価の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき、受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、本契

約の履行期限内に履行の追完がなされず本契約の目的を達することができないとき、そのほか発注者が第１項の催告をしても履行の追完を受ける見込みが

ないことが明らかであるときは、発注者は、受注者に対し、第１項の催告をすることなく、発注者の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は

対価の減額を請求することができる。

契約形態の変更（準委任→

請負）に伴い、記述を追加

10 30
11.入札に係る資

料の閲覧について
- 現行RESASに関する資料にシステム関連設計書を追加

意見招請における事業者か

らの意見(№9)を反映。

11 67 別添 - 請負契約用に様式を追加
契約形態の変更（準委任→

請負）に伴い、記述を追加


